
目

次

告

示

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
一
般
相
談
支
援
事
業
の

廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

出
先
機
関

○
液
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqq（
青
森
空
港

管
理
事
務
所
）
…
二

○
粒
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

雑

報

○
令
和
元
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
百
九
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

生
活
介
護
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

宝
森

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
一

令
和
元
･
七･
一

社
会
福
祉
法

人
共
生
の
杜
十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
一
本
木
沢

一
〇
三
の
八

共
同
生
活

援
助

ラ
イ
ズ
ハ
ウ

ス

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
の
四
三
〃

株
式
会
社
笑

桜
会

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
夕
顔
関
字
川

部
二
六

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
さ
く
ら
ス
マ

イ
ル

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
夕
顔
関
字
川

部
二
六

〃

有
限
会
社
ア

ス
ナ
ロ
ラ
イ

フ

平
川
市
日
沼
高
田

一
二
五
の
二

居
宅
介
護
訪
問
介
護
ア

ス
ナ
ロ
サ
ー

ビ
ス

弘
前
市
大
字
稲
田

二
丁
目
五
の
二
城

東
サ
ン
グ
リ
ー
ン

六
号
室

〃

有
限
会
社
ア

ス
ナ
ロ
ラ
イ

フ

平
川
市
日
沼
高
田

一
二
五
の
二

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
ア

ス
ナ
ロ
サ
ー

ビ
ス

弘
前
市
大
字
稲
田

二
丁
目
五
の
二
城

東
サ
ン
グ
リ
ー
ン

六
号
室

〃

青
森
県
告
示
第
百
九
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

か
ら
一
般
相
談
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

い
ね
っ
と

弘
前
市
大
字
豊
原

二
丁
目
六
の
一
二
地
域
移
行

支
援

相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
な
ご

み

弘
前
市
大
字
豊
原

二
丁
目
六
の
一
二
令
和
元
･
七･三一

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

い
ね
っ
と

弘
前
市
大
字
豊
原

二
丁
目
六
の
一
二
地
域
定
着

支
援

相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
な
ご

み

弘
前
市
大
字
豊
原

二
丁
目
六
の
一
二
〃

社
会
福
祉
法

人
・
花

弘
前
市
大
字
藤
代

二
丁
目
一
一
の
六
地
域
移
行

支
援

障
が
い
者
生

活
支
援
セ
ン

タ
ー
「
す
み

れ
馬
屋
町
分

室
」

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
一
九
の
六

元
･
八･三一

社
会
福
祉
法

人
・
花

弘
前
市
大
字
藤
代

二
丁
目
一
一
の
六
地
域
定
着

支
援

障
が
い
者
生

活
支
援
セ
ン

タ
ー
「
す
み

れ
馬
屋
町
分

室
」

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
一
九
の
六

〃

青
森
県
告
示
第
百
九
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法

人
藤
聖
母
園
青
森
市
奥
野
三
丁

目
七
の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
や
ま

び
こ
ク
ラ
ブ
弘
前
市
大
字
小
比

内
五
丁
目
六
の
四
令
和
元
･
七･
一

社
会
福
祉
法

人
ほ
ほ
え
み
平
川
市
館
山
前
田

八
〇
の
一

児
童
発
達

支
援

nico

平
川
市
館
山
前
田

八
〇
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
ほ
ほ
え
み
平
川
市
館
山
前
田

八
〇
の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

nico

平
川
市
館
山
前
田

八
〇
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
み
ち
の
く

福
祉
会

む
つ
市
大
字
奥
内

字
大
室
平
九
一
の

一

児
童
発
達

支
援

こ
ど
も
発
達

支
援
セ
ン

タ
ー
り
り
ぃ
む
つ
市
下
北
町
六

の
五
一

〃

社
会
福
祉
法

人
み
ち
の
く

福
祉
会

む
つ
市
大
字
奥
内

字
大
室
平
九
一
の

一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

こ
ど
も
発
達

支
援
セ
ン

タ
ー
り
り
ぃ
む
つ
市
下
北
町
六

の
五
一

〃

社
会
福
祉
法

人
み
ち
の
く

福
祉
会

む
つ
市
大
字
奥
内

字
大
室
平
九
一
の

一

保
育
所
等

訪
問
支
援
こ
ど
も
発
達

支
援
セ
ン

タ
ー
り
り
ぃ
む
つ
市
下
北
町
六

の
五
一

〃

出

先

機

関

液
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
七
月
八
日

青
森
空
港
管
理
事
務
所
長

類

家

正

剛

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
は
、
入
札
説
明
書

に
よ
る
。

液
状
凍
結
防
止
剤

三
百
六
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
程
度

二

納
入
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

納
入
場
所

青
森
空
港
管
理
事
務
所
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四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資

格
）
の
一
、
平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
九
十
五
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加

資
格
）
の
一
、
又
は
平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
六
十
八
号
（
物
品
等
の
競
争

入
札
参
加
資
格
）
の
一
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ

た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行

わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
次
に
従
い
、
申
請
書
に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

一
部

３

提
出
期
限
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
を
令
和
元
年
八
月
九
日
ま
で
に
青
森
空
港
管

理
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
等
を

求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

六

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
二
階

青
森
空
港
管
理
事
務
所

電
話

〇
一
七
―
七
三
九
―
二
一
二
一

２

入
札
書
の
提
出
期
限

令
和
元
年
八
月
十
七
日

午
後
五
時
十
五
分

３

入
開
札
の
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
二
階

青
森
空
港
管
理
事
務
所
会
議
室

㈡

日
時

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

な
お
、
時
間
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
二
回
を
限
度
と
す
る
。

八

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
は
、
免
除
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

十
一
の
３
の
定
め
に
よ
り
落
札
対
象
と
判
断
さ
れ
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、

売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
一

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

購
入
物
品
に
係
る
証
明
書
等
の
審
査

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
（
五
の
定
め
に
よ
り
、
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
を
有
す
る
と
確
認
さ
れ
た
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
購

入
物
品
を
十
分
に
供
給
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
入
札

書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森
空
港
管
理
事
務
所
長
に
提
出
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
証
明
書
の
内
容
に
関
す
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
購
入
物
品
の
品
質
規
格
仕

様
書
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森
空
港
管
理
事
務
所
長
に
提
出
し
、
審
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
品
質
規
格
仕
様
書
の
内
容
に
関
す
る

説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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㈢

㈠
及
び
㈡
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
提
出
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

㈣

㈠
及
び
㈡
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

３

落
札
対
象

購
入
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
２
の
㈡
の
品
質

規
格
仕
様
書
に
係
る
入
札
書
の
み
を
落
札
対
象
と
す
る
。

４

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５

入
札
書
の
記
載
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
価
格
と
す
る
。
な
お
、
落
札
決
定
に
当

た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税

事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。

粒
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
七
月
八
日

青
森
空
港
管
理
事
務
所
長

類

家

正

剛

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
は
、
入
札
説
明
書

に
よ
る
。

粒
状
凍
結
防
止
剤

二
百
九
十
ト
ン
程
度

二

納
入
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

納
入
場
所

青
森
空
港
管
理
事
務
所

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資

格
）
の
一
、
平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
九
十
五
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加

資
格
）
の
一
、
又
は
平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
六
十
八
号
（
物
品
等
の
競
争

入
札
参
加
資
格
）
の
一
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ

た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
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４

申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行

わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
次
に
従
い
、
申
請
書
に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

一
部

３

提
出
期
限
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
を
令
和
元
年
八
月
九
日
ま
で
に
青
森
空
港
管

理
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
等
を

求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

六

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
二
階

青
森
空
港
管
理
事
務
所

電
話

〇
一
七
―
七
三
九
―
二
一
二
一

２

入
札
書
の
提
出
期
限

令
和
元
年
八
月
十
七
日

午
後
五
時
十
五
分

３

入
開
札
の
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
二
階

青
森
空
港
管
理
事
務
所
会
議
室

㈡

日
時

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

な
お
、
時
間
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
二
回
を
限
度
と
す
る
。

八

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
は
、
免
除
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

十
一
の
３
の
定
め
に
よ
り
落
札
対
象
と
判
断
さ
れ
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、

売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
一

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

購
入
物
品
に
係
る
証
明
書
等
の
審
査

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
（
五
の
定
め
に
よ
り
、
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
を
有
す
る
と
確
認
さ
れ
た
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
購

入
物
品
を
十
分
に
供
給
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
入
札

書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森
空
港
管
理
事
務
所
長
に
提
出
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
証
明
書
の
内
容
に
関
す
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
購
入
物
品
の
品
質
規
格
仕

様
書
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森
空
港
管
理
事
務
所
長
に
提
出
し
、
審
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
品
質
規
格
仕
様
書
の
内
容
に
関
す
る

説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈢

㈠
及
び
㈡
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
提
出
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

㈣

㈠
及
び
㈡
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

３

落
札
対
象

購
入
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
２
の
㈡
の
品
質

規
格
仕
様
書
に
係
る
入
札
書
の
み
を
落
札
対
象
と
す
る
。

４

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５

入
札
書
の
記
載
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
一
ト
ン
当
た
り
の
価
格
と
す
る
。
な
お
、
落
札
決
定
に
当
た
っ
て

は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
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て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者

で
あ
る
か
を
問
わ
ず
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す

る
こ
と
。雑

報
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